
✚建設事業無災害表彰伝達式を実施✚ 
－全工期無災害の５つの建設工事現場３事業場に伝達－ 

「建設事業無災害表彰」は、労働者災害補償保険料（概算又は確定）の額が 160 万円以上（請負金

額 1.8 億円以上）の建設工事を対象とし、事業場からの申請により厚生労働省労働基準局長が表彰

する制度で、建設事業で日々の安全衛生活動の積み重ねにより、長期にわたる工事期間中、死亡又

は休業を伴う労働災害を発生させず工事を完了した建設工事現場に対して表彰されます。 

令和 6年 12 月 13 日（金）に埼玉労働局（さいたま市中央区）15 階大会議室において、「建設事業

無災害表彰伝達式」を開催し、片淵仁文埼玉労働局長から各工事現場の担当者に無災害表彰状の伝

達を行いました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  事 業 場 名 工 事 名 【 所 在 地 】 

① 
株式会社竹中工務店 
北関東支店 

HGW 耐震化計画（３５号館新築及び新本館改修工事） 

【 和光市 】 

② 
大和ハウス工業株式会社 
埼玉東支店 

（仮称）西尾レントオール株式会社 RA 東日本センター新築

工事【 北葛飾郡松伏町 】 

③ 
大和ハウス工業株式会社 
埼玉東支店 

（仮称）スズキ自販埼玉アリーナ草加移転新築工事 
【 草加市 】 

④ 
大和ハウス工業株式会社 
埼玉東支店 

（仮称）ロヂャース八潮店新築工事 
【 八潮市 】 

前列中央：片淵仁文（埼玉労働局長）前列右：① 前列左：② 
後列右端：稲葉典行（労働基準部長）後列中右：③ 後列中左：④ 後列左端：川又裕子（健康安全課長） 
１事業場欠席にて 


